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　この市営住宅のしおりは、入居者の皆様に明るく快適な暮らしをしていただ

くための手引きです。

　市営住宅は、住宅に困窮している方に安い住宅使用料でお住まいいただくために

国の補助金と高松市の負担で建てられた公共賃貸住宅であり、市民共有の財産です。

　また、一般の借家やアパートとは異なり、公営住宅法や高松市市営住宅条例

などのきまりで管理される共同住宅です。共同住宅においては、入居者の皆様

でお互い協力し合い、迷惑をかけないルールもあります。

　このしおりは、市営住宅を使用していくうえ

で、ぜひ知っておいていただきたいことがら

を簡単に説明したものです。

問合せ先・連絡先

共用部分の使い方

住宅使用料（家賃）等について
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自治会について

　皆さんが住みやすい団地づくりを進めるために、自治会があります。

　自治会は、市との連絡や調整に始まり、日常生活のルールづくり、共用部分

（児童公園・廊下・階段等）の美化と清掃、防犯灯の維持管理、火災や犯罪の

予防、福祉活動等を積極的に行っています。

　入居者の利便性の向上や団地生活の自主的な運営を図るために、助け合いの

第一歩となる自治会への加入をおすすめします。

新しく入居された方へ
●入居手続の際にお渡しした入居報告書を必ず管理人さんへお渡しください。

※空家への不法侵入者として、通報される場合があります。

●団地の共用部分の電気代など共益費が必要な場合は、必ず支払いましょう。

●市民課で、住所異動の手続きを行ってください。

●水道・電気・ガスの使用にあたっては、各事業所へ直接開始手続きを行っ

てください。

●電話を契約した場合、又は電話番号を変更した場合は早急に市営住宅課へ
お知らせください。 

鍵を受け取ったら、まず部屋の確認を

　新しく入居される方は、引越しをされるまでに必ず室内の点検をしてくださ

い。なお、室内の仕上や設備について疑義がありましたら、入居指定日から

20日以内に市営住宅課へ申し出てください。
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　団地生活をするうえでいろいろなきまりがあり

ます。ここでは、市営住宅の入居者として必ず守ら

なければならない大切なことを取り上げました。

次のいずれかにあてはまる場合は、使用許可の取消し、
住宅の明渡し等を請求する場合があります。

1．入居の手続きの内容に虚偽があったことが判明したとき

2．許可を得ないで入居したとき

3．住宅使用料を3ヵ月以上滞納したとき

住宅使用料等は必ず期限内に納めてください。

　住宅使用料等を納期限までに支払わないと督促状の送付や、電話・家庭訪問

による督促を行います。

　3ヵ月以上滞納した方に対しては、住宅の明渡しを請求するとともに法律上の

手続きをとることになり、また、連帯保証人への支払いを請求することがあります。

4．市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき

5．正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき
　なお、入院等で一時的に住宅を空けるときは、あらかじめ市営住宅課へ
「市営住宅一時不使用届」を提出してください。

6．正当な理由によらないで、立入検査を拒否したとき

7．暴力団員であることが判明したとき
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8．その他、市営住宅条例又はこれに基づく規則に違反したとき

●迷惑行為の禁止

周囲の環境を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしてはいけません。

　市営住宅は、大勢の入居者が共同で生活を営む場であり、騒音の防止や

ごみの適切な出し方など、お互いにルールを守って、快適な生活をしてい

ただくことが重要です。

●転貸等の禁止

住宅を他人に貸したり、居住の権利を他人に譲ることはできません。

　他人に又貸しをして使用料を徴収したり、他人の一時居住地として住民

登録を行うことはできません。

●用途変更等の制限

住宅を住宅以外の目的に使用することはできません。

　市営住宅を居住用以外の用途（事務所・倉庫・学習塾など）に使用する

ことはできません。

9．入居資格を喪失したとき

　高齢者世話付住宅・身体障がい者世帯向住宅及び子育て世帯向住宅につい

ては、次の理由などにより入居時の資格を喪失した場合には、速やかに住宅を

明け渡していただきます。

●高齢者世話付住宅（世帯向け）は、同居者が転居・死亡となり、単身世帯と

なった場合

●身体障がい者世帯向住宅は、障がい者である方が、転居・死亡となった場合

●子育て世帯向住宅は、入居者の世帯が満15歳に達する日以後最初の3月

31日までの間にある児童を有しなくなった場合
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団地内の児童遊園には、ブランコ、滑り台等の遊具

があり、管理センターでは定期的な点検整備などを

行っております。お子さまの事故発生を未然に防ぐ

ように努めてください。なお、遊具等の故障を発見

したときは、住宅管理人若しくは市営住宅課へ直ち
にご連絡ください。

廊下や階段の蛍光灯の球切れは、皆さんの自治会管理費で取り替えていただき

ます。ただし、球切れでなく本体の損傷が原因であるときは、市営住宅課へ連
絡してください。

外灯には防犯灯（くらし安全安心課所管）もありますので、まずは市営住宅課ま
で確認してください。

廊下や階段は、入居者の皆さんが毎日利用する共用部分です。

いつも清潔にするとともに、物（ゴミ等）を置かないようにしましょう。

廊下・階段・エレベーターホールなどに自転車や物を置きますと、通行の妨げ

となり、火災等の緊急避難時の障害となります。
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●ゴミ置場は、団地内に設置されています。ゴミ置場以外の所へゴミを捨てない

ようにしてください。ゴミの収集区分と収集日を確認してください。

●収集区分・収集日については

環境業務課　☎861-4524

●家庭から出る臨時・粗大ごみを自分で搬入できない場合は粗大ごみ受付センター

に申し込んでください。

粗大ごみ受付センター　☎834-0366

受付時間：午前9時～午後4時

※土・日曜、祝・休日は休み

中高層住宅には、消火器、火災報知機等の設備があり、これらの設備の点検は、

市営住宅課が定期的に行っております。
いたずらなどによって消火器等が紛失している場所があれば、至急市営住宅課
へ連絡してください。

●団地内通路等に買い替えや廃車によって不要となった自動車を放置しないでく

ださい。

●市営住宅課では、警察の協力のもと、車体番号等から所有者の追跡を行ってお
ります。放置されている自動車を見かけた場合は、車のナンバーや現場の状況等

を市営住宅課まで連絡してください。 

燃やせるごみ
（可燃ごみ）

カセットテープ、ビデオテープも
燃やせるごみです。

缶・びん・
ペットボトル
缶・びん・ペットボトルを
一括収集することによって
再生利用を図ります。

破砕ごみ
（燃やせないごみ）
破砕ごみは月1回から2回に

収集回数が増えて
便利になります。

紙・布
紙製容器包装も紙パックも
分別収集で再生利用を

図ります。

臨時･粗大ごみ
単品ごとに有料シールを貼って
出すシステムになります。
収集時の立ちあいは

不要です。

有害ごみ
蛍光管、水銀体温計を新たに
有害ごみとして分別収集し、
再生利用を図ります。

“迷いゴミ”ゼロのために
分別ファミリーと一緒に覚えよう！！

正しいゴミの
分 別 方 法

プラスチック容器包装
プラスチック容器包装を
新たに分別収集し、
再生利用を図ります。
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エレベーターの故障・異常を発見したら、住宅管理人若しくは市営住宅課へ至急
ご連絡ください。

中高層住宅には、1階の共同入口やエレベーターホール付近に集合郵便受けが設

置されていますので、割り当てられた郵便受けに氏名の表示をお願いします。

郵便受けは個人の大切な郵便物や市営住宅課からのお知らせが配達されますの
で、郵便物の盗難を避けるためにもカギを掛けてください。

●ベランダは、火災などの緊急時の避難路になっており、お隣

との仕切板は、火災等の緊急時には、破って避難できるよう

になっています。この付近に物を絶対に置かないようにして

ください。

●子どもの転落事故を防ぐため、ベランダに箱状の物を置かな

いようにしてください。

●ベランダの床は、一度に大量の水を流すと階下へ漏れること

があります。また、排水管は雨水を流すためのものですの

で、定期的に排水溝の清掃をお願いします。

万一エレベーターに閉じ込められたら、あわてず非常呼出しボタンを押してく

ださい。

集会所は、入居者及び地域住民の共同の場として相互の親睦、福利厚生、

文化教養などの行事を行うために設置した共同施設です。
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管理センターから送られてきた「納入通知書」を持参し、金融機関や郵便局の窓口

又はコンビニエンスストアで納付してください。

家賃は、毎月末日までにその月分を納めてください。

次の方法で納付をお願いします。

　収入申告は、1年間の住宅使用料を決定するにあたって、世帯全員分の所得を確認す

るために行うものです。

　収入申告に必要な書類は、毎年6月頃に市営住宅課から、入居されている方へお送り
します。

　6月・9月・12月募集で新たに市営住宅に入居された方は、入居の翌年から提出して

いただくことになります。

※税金の申告書とは異なり、市営住宅課へ個別に提出する書類です。

※収入申告が無い場合は、所得に関係なく、民間賃貸住宅と同程度の住宅使用料をお支

払いいただくこととなります。

●金融機関又は郵便局の口座から自動的に引落しをする方法

納付にあたっては便利な「口座振替」の利用をおすすめします。

金融機関、郵便局に申込用紙がありますので、金融機関等の窓口へ通帳と印鑑（金融

機関届出印）を持参し、手続きを行ってください。

住宅使用料等は必ず期限内に納付を
お願いします。

住宅使用料（家賃）等について
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利
便
性
係
数

裁量階層とは

・申込者が60歳以上であり、同居親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の人からなる世帯。

・同居者に小学校就学前の人がいる世帯。

・申込者又は同居者に身体障がい者（身体障害者手帳1～4級）、精神障がい者（精神障害者手帳

1・2級）及び知的障がい者（精神障がい者と同程度）の人がいる世帯。

・療育手帳の人がいる世帯など。

※決定された

　入居後3年以上を経過し、収入基準（収入月額158,000円、裁量階層の場合は

214,000円）を超える場合は、収入超過者となり、明渡し努力義務と本来の使用

料よりも高い住宅使用料の納付義務が課せられます。

　入居後5年以上を経過し、公営住宅法で定められている収入基準（収入月額 

313,000円）を2年間引続き超える方は、高額所得者として認定され、明渡しを

請求されます。

住宅使用料等は、必ず期限内に納めてください。
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こと。

こと。

こと。

こと。

もありますので
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申込書等はすべて市営住宅課にあります。

まずは市営住宅課へご連絡ください。

駐車場使用料は、住宅使用料と一緒に納付してください。

申請書

保管場所の変更や車両を買い換えた場合（車庫証明書の発行）

駐車車両を変更する場合

駐車区画を変更したい場合
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これら手続きについては、
住民票などの各種届出とは別に、市営住宅課での手
続きが必要となります。ご注意ください。

子配偶者

配偶者 本 人

孫配偶者

ひ孫配偶者

曾祖父母

祖父母

父　母

曾祖父母

祖父母

父　母
叔父・叔母

兄 弟

姉 妹

甥（おい）

姪（めい）

兄 弟

姉 妹

甥（おい）

姪（めい）

伯父・伯母

叔父・叔母

伯父・伯母

三親等の親族表

請書（連帯保証人の署名・実印の押印、

印鑑証明書が必要）

名義人以外の世帯員が結婚や就職などにより、住民票の異動があった場合。

定められた収入の範囲内の方で、名義人の配偶者

又は三親等以内の親族であり、かつ入居当初から

引き続き承認を受けて居住若しくは同居承認を受

けて１年以上居住していること。
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市営住宅課の許可なしに壁に穴を開けるなどしてはいけません。工

事の前に必ず市営住宅課へご連絡ください。

同居、承継等の手続きにマイナンバーの提示が必要です。

要件や添付書類等は、市営住宅課までお問い合わせください。

急病で動けなくなったり、不慮の事故に遭われた場合に、本人に代わって親族等に

連絡が取れるよう、あらかじめ市営住宅課に連絡先を届けていただいています。
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住宅を退去する際
は、まず市営住宅課へ

退去の10日前までに、市営住宅課へ連絡してください。市営住宅明渡し届等を市
営住宅課に提出していただきます。なお、未納住宅使用料がある場合は、退去日
までに納付してください。

駐車場を使用していた方は、駐車場の明渡し手続きもしてください。

住宅管理人に退去の連絡をしてください。

退去立会検査が終わりましたら、鍵を全て返却してください。

敷金・住宅使用料等の返還
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　鉄筋コンクリート住宅は、火災が発生しても正しく対処すればその棟が全焼する可能性

は低くなります。落ち着いて次のように対処してください。

●近所で火事が発生した場合→消防署（119番）へ通報し、自分の部屋に火や煙が入ら

ないように、ドアや窓を閉めてからできるだけ安全な場所に避難してください。

●自分の部屋から出火した場合→近所へ知らせると同時に消防署（119番）へ通報して

ください。

●ベランダは、避難路となっていますので、火災発生時は、仕切板を破って避難してく

ださい。又、仕切板付近には物を置かないでください。

●緊急車両の通行の妨げにならないよう車両は指定場所に駐車をお願いします。

●火災については、大小を問わずに、必ず市営住宅課と消防署（119番）へ報告してく

ださい。

●入居者の過失によって火災となった場合は、損害賠償

請求をさせていただくとともに退去となることもあり

ます。普段からタバコの吸殻や子どもの火遊び、仏壇

のろうそく、線香等にくれぐれも気をつけてください。

●個人の財産を守るためにも、火災保険等への加入を

おすすめします。

・非常食（乾パン、缶詰など）　 ・飲料水 ・救急箱

・身分を証明するもの（保険証、免許証など）

・ラジオ ・貴重品類（現金、預金通帳、印鑑など）

守ってください。

してください。

しておいてください。

することがあります。

もし火災が発生したら隣近所に助けを求めて初期消火をしてください。ただし、

決して無理はしないようにしてください。

暖房器具や調理器具等の火の始末をしてください。
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●気象情報に注意しましょう。

●外出はひかえましょう。外出していたら早めに帰宅してください。

●雨戸を閉めましょう。すきまがあればビニールテープで目張りをしてください。

●停電に備えて懐中電灯やローソクを用意しましょう。予備の乾電池も忘れずに。

●浸水の恐れがあるときは家財道具を高い場所へ移動させましょう。引き出しや押入

れの下のものは、上の段へ移動させましょう。

●いつでも避難できるように、非常時持出し袋を確認しましょう。断水に備えて飲料水

を確保してください。

●家族で避難場所と避難コースの確認をしましょう。

●被害等が発生した場合には、必ず市営住宅課へ報告してください。 

●外出するときは、必ずすべての扉、出入口、窓等の戸締まりをしてください。

●旅行・入院等で長期の不在となる場合は、あらかじめ住宅管理人やご近所に声をかけ

るとともに、市営住宅課へも、ご連絡ください。
●万一、盗難などの被害を受けた場合は、まず警察（110番）に連絡してください。

その後、市営住宅課へ連絡してください。 

①もう一度火元を確認してください。（火元は必ず切っておく。電気ブレーカーを

落とす。）

②外へ逃げるときはあわてず、ガラスや落下物に気をつけましょう。

③避難路はなるべく広い道路を通るようにしてください。ブロック塀や門柱などには

近寄らないでください。

④荷物は最小限に徒歩で避難してください。車は厳禁です。

⑤隣近所の子どもやお年寄りに声を掛け合い、なるべく地域でまとまって避難して

ください。
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　市営住宅課には鍵のスペアはありませんので、保管には十分注意してください。
　また、鍵をなくされた場合、市営住宅課では一切の責任を負いませんので、各自
で業者等にご相談ください。
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トイレの床は、防水していません。掃除をするときは、雑巾などで拭き取るように

して、決して水を流さないようにしてください。

●床

5. 洗濯パン

ください。

右の図
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ください。

ください。

回して外す。
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なお、別表を見ても判断がつきにくいものは、市営住宅課までお問い合わせください。

839-2541
市営住宅課まで

夜間（17：15～8：30）・休日は…TEL：839-2011（守衛室）まで

10．害虫駆除等

●鳥類・蜂の巣の撤去については、入居者の負担になります。

●白アリ（羽アリ）が発生した場合には、市営住宅課に連絡してください。 

　市の負担区分でも入居者の故意・過失による損傷、汚れがあった

場合は、原状回復に要する費用は、入居者の負担となり、また明渡

し時の退去立会検査によって費用負担額が査定され、請求されます。
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鍵

錠
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換気レジスター、
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　市営住宅には、お年寄りから幼児、さらには障がいのある方を含めてさまざま

な人がいろいろな考え方をもって暮らしています。お年寄りには当然と思われる

ことでも若い人には理解できないことがあり、またその逆もあります。

　このように年齢も考え方も違う人々が、同じ市営住宅内で快適に暮らすため

には、何より、入居者同士の思いやりと助け合いが必要になります。

　また、集会所やお子さまの遊び場等の共同施設の維持管理をはじめ、共益費の

負担や掃除当番、植栽への水撒きなど日常生活のいろいろなことについて入居者

の皆様が団地内でのルールを守ることが大切です。

　市営住宅周辺の方々とのふれあいも大切にして、明るく快適な団地生活を送っ

てください。

市設置
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